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男鹿市規則第２６号 

 

男鹿市介護保険法施行細則の一部を改正する規則 

男鹿市介護保険法施行細則（令和５年男鹿市規則第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（居宅介護サービス費等の額の特例） （居宅介護サービス費等の額の特例） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項の申請をする者は、介護保険利用者負担額減額・

免除認定申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に省令第83条第１項各号に規定する災害その他の特別の

事情があることにより、居宅サービス（これに相当する

サービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当

するサービスを含む。）若しくは施設サービス又は住宅

改修に必要な費用（以下「介護サービス利用者負担額」

という。）を負担することが困難であることを証明すべ

き書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請をする者は、介護保険利用者負担額減額・

免除申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に

省令第83条第１項各号に規定する災害その他の特別の事

情があることにより、居宅サービス（これに相当するサ

ービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当す

るサービスを含む。）若しくは施設サービス又は住宅改

修に必要な費用（以下「介護サービス利用者負担額」と

いう。）を負担することが困難であることを証明すべき

書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 市長は、第４項の規定により減免の承認又は不承認の

決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除認

定決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知する

とともに介護保険利用者負担額減額・免除認定証（様式

７ 市長は、第４項の規定により減免の承認又は不承認の

決定をしたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決

定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するとと

もに介護保険利用者負担額減額・免除認定証（様式第３
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改正後 改正前 

第３号）を交付しなければならない。 号）を交付しなければならない。 

８及び９ （略） ８及び９ （略） 

10 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、介

護保険利用者負担額減額・免除認定取消通知書（様式第

４号）により、速やかに当該減免を受けた者に通知しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 市長は、前項の規定により減免を取り消すときは、介

護保険利用者負担額減額・免除取消通知書（様式第４号）

により、速やかに当該減免を受けた者に通知しなければ

ならない。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１号（第２条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第２条関係） 
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改正後 改正前 

様式第３号（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号（第２条関係） 
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改正後 改正前 

様式第４号（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第２条関係） 
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改正後 改正前 

備考 改正箇所は、太枠で示した部分である。 

附 則 

 この告示は、令和７年１２月１日から施行する。 

 


